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安全保障の概念のうち、人間の安全保障に着目し、八王子市の災害の特色の一つである豪

雨、洪水等などの異常な自然現象（リスク）による被害（クライシス）を最小化するための防災危

機管理の在り方の提案 
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安全保障とは多義的な概念である。一般的には、

外 交 (Diplomacy) ・ 情 報 (Intelligence) ・ 軍 事

(Military)・経済/エネルギー(Economic/Energy)か

ら成り立つ概念である DIME（ダイム）を論点とし

て世界・日本・地域の情勢を分析し、課題等の解決

が目指される。私たち日本文化大學では、法学部の

単科大学の中で、安全保障の講座を持つ稀有な特徴

を持っている。その中で、私たちは、ゼミナールで

安全保障に関する法を研究しているグループである。 

安全保障の中には、人間の生存と繁栄、基本的人

権の享受を含む「人間の安全保障」という概念が存

在する。その中でも、個人の生命・身体・財産の保

護および社会の秩序維持（公序）を目的とする「災

害対策」は、「人間の安全保障」の観点からも、重大

な取り組みであるといえる。私たちが定義している

「防災危機管理」とは、災害の原因の可能性（リス

ク）を未然に防止し、発生時（クライシス）に対処

することをいう。この「防災危機管理」は、「災害大

国」とも称される日本において、「人間の安全保障」

を確保する上でも重大な意義を持つと考えられる。

基礎的地方公共団体である市町村は、住民の生命・

身体・財産を災害から保護するためのいわば第一義

的な法人であるといえる。私たちは、八王子市に所

在する法学部単科大学の安全保障を研究する大学生

のグループとして、人間の安全保障および災害対策 

 

 

基本法（昭和 36 年 11 月 15 日法律第 223 号）をは

じめとする行政法の視点から、八王子市の防災危機 

管理の在り方・理想について研究してきた。 

八王子市の現状としては、災害の中でも特に水害

のリスクが高いことが認められる。八王子市所在の

大学法学部で安全保障を研究する学生として、安全

保障の観点から見た八王子市の防災危機管理の在り

方について提言することは、以下のとおりである。 
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第 1 に、防災教育、防災訓練、講習会等のさらな

る向上への取り組みにより、市民の防災への関心を

高めることである。施策の内容としては、教育、訓

練の内容の充実を考えている。発表時に、明らかに

してまいりたい。 

 

第 2 に、現在、市が市民に対し周知しているハザ

ードマップの活用施策の推進である。八王子市が市

民に提供しているハザードマップは、豪雨、洪水等

の原因の異常な自然現象（原因）とそれが及ぼす被

害（結果）をビジュアルで確認（視認）できる「災

害危機管理」のための重要なツールである。これを

より一層活用するための方途を考えていきたい。 

 

第 1 の防災訓練は、講習会の推進、ボランティア

との連携、各学校相互の連携等が挙げられる。教育、

訓練の内容の充実を図り、かつ、比較的軽易に参画

できる方法を普及していくことが求められる。市の

抱える問題や課題認識への貢献を含め発表時に明ら

かにしてまいりたい。災害危機管理に当たっては、

若い世代を中心に防災への関心を高めることが期待

される。それにより、近年多発している災害から自

分の身を守る自主性と正しい知識を基に対処するこ

とができる。 

 

2 つ目のハザードマップの活用は、特に、若年層

の関心やその活用に改善の余地が認められる。災害

時にはスマートフォンも使えなくなりナビゲーショ

ンがなくなるため、電子機器に頼ることが出来ず、

紙媒体だけが頼りになることが予期される。そこで

平素からハザードマップを確認・活用することで、

災害時に、緊急避難場所を探し出し、一人でも安全

に避難することが期待される。 

 

災害対策基本法では、「住民等の責務」が規定され

ている（第 7 条）。本来、住民には住民としての責務、

努力義務がある。私たちは、八王子市に所在する大

学法学部の安全保障を研究する学生という「住民等」

の一員として、住民等の責務を果たし、地域に貢献

する責務があると自覚している。それは、本学の「建

学精神と使命」を達成することでもあると考えてい

る。 

 

 以上、私たちが 2 点を提案する趣旨および理由で

ある。八王子市で、特に多い災害の種類が水害であ

る。水害時に八王子市内に所在する私たち学生を含

む市民相互が協力しあい、被害の最小化を達成する

よう、地域貢献に努めてまいりたい。 
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